
福井県介護サービス施設・事業者 集団指導
生産性向上・処遇改善・各種補助制度について

令和８年３月１２日

福井県健康福祉部 長寿福祉課



ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センター 概要

1



１ 概 要
生産性向上等（介護ロボット・ICT活用による業務改善、働き方の見直し、人材確保、経営相談等）に関するワンストップ型の総合相談窓口
「ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センター」が介護事業所等から経営に関する相談を受けた場合、「よろず支援拠点」との連携を図
り、 介護事業所等の課題解決を支援するとともに、よろず支援拠点と一体的に事業所訪問を実施し、生産性向上等や経営相談に関する
事業所の課題等を掘り起こし、課題等を図る。

２ 事業（連携）スキーム図

（総合相談窓口）
「ふくい介護テクノロジー・
業務改善支援センター」

介護事業所など

①【相談】

「よろず支援拠点」

②【支援・事業所訪問】

【よろず支援拠点の主な役割（連携内容）】

・約４０名のコーディネーターの連携チームによる複数名での介護事業所の経営相談等への
対応・支援

（主な対応可能案件）
資金繰り計画策定、経営ビジョン策定、労務管理（就業規則策定、雇用契約、組織体制構築
等）、法律関連、SNS・WEB活用など

・県補助金を活用して介護ロボット等を導入した介護事業所への訪問
※目的：導入後の活用における課題等のヒアリング、課題解決への支援、その他の経営相談

案件の掘り起こし等

③【連携・情報共有・事業所訪問】

【ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センターの支援内容】

・専門家の伴走支援による生産性向上等のモデル事業所の創出および横展開
・生産性向上等に関する研修会・セミナーの開催
・生産性向上等に関する専門家の個別派遣
・関係機関と連携した人材確保支援・経営支援 など

（センター運営における課題）

・センターでは支援が難しい経営相談等への対応

・県補助金を活用して介護ロボット等を導入した

介護事業所へのフォローアップ

（よろず支援との連携について）
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令和８年度 介護報酬改定について

3



令和８年度 介護報酬改定について
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令和８年度 介護報酬改定について
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令和８年度 介護報酬改定について

※詳細は、厚生労働省事務連絡をご確認いただくとともに、厚生労働省コールセンターを
ご活用ください。
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介護職員等処遇改善加算取得促進事業について（予定）

福井県社会福祉協議会（福井県委託事業）では、介護職員等処遇改善加算の新規取得・
上位区分の加算取得を目指す県内介護保険事業所の皆さまを支援しています。

１ 専門家（社会保険労務士）派遣事業
事業所へ専門家（社会保険労務士）を派遣し、加算取得に必要なアドバイス（就業規則
等の整備に関する助言等）を受ける機会を提供

２ キャリア支援専門員による事業所訪問等
専門家派遣に関することや、加算取得に向けた課題整理などについて、福祉人材センター
のキャリア支援専門員が支援
※福祉人材センター窓口、オンライン、電話、メールでも対応いたします。

【問い合わせ先】お問合せ先
社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 福祉人材課
〒910-8516 福井市光陽２丁目３－２２
TEL：0776-28-3180 Eメールアドレス：jinzai-center@f-shakyo.or.jp



医療・介護・障がい福祉分野における賃上げ等支援事業
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令和７年度 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金

○事業概要
介護分野における人材不足が厳しい状況において、人材流出を防ぐための緊急的対応として、県内の介護事業所等に対して、賃上げ

や職場環境の改善にかかる経費等を支援し、介護人材確保・定着などを促進

○手続き・スケジュール等
【第１次募集：令和８年２月２日（月）～令和８年２月２７日（金）募集終了】
・必要書類を申請事務局へ提出してください。
・第１次申請の場合、３月中に補助金を交付いたしますが、事業所におかれましては、３月中に事業完了（補助金を活用した新たな賃金
改善等の実施、要件充足が必要）の上、３月末までに実績報告書を提出いただく必要があります。

【第２次募集（案）：令和８年４月１日（水）～令和８年５月２９日（金）】
・必要書類を申請事務局へ提出してください。（別途、案内予定）
・令和７年１２月から県が定める実績報告書期限までに補助金を活用した新たな賃金改善等の実施・要件充足が必要となります。
※令和７年１２月から県が定める実績報告期限までの新たな賃金改善等が対象
※第２次募集の実績報告期限は未定です。一定期間の実施期間を設ける予定をしております。

○問い合わせ先
・制度内容・計画書などに関するお問い合わせ・介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター
電話番号：０５０－３７３３－０２２２ 受付時間：９：００～１８：００（土日含む）

・介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書の記入方法に関する動画※計画書の作成前に必ず視聴してください。
https://youtu.be/5VT0b1mk4yI?si=hQRcblyZWXws3z0C（youtube動画）

・福井県における申請受付・問い合わせ対応窓口（事務局）
電話番号：０５０－８８９０－６１５３
受付時間：９：００～１７：００（12/29～1/3除く）
メール：fukui-chinage-kaigo2026@ndwwi.jp

○その他：詳細については、県ホームページをご確認ください。https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/syoguu.html 9

https://youtu.be/5VT0b1mk4yI?si=hQRcblyZWXws3z0C
mailto:fukui-chinage-kaigo2026@ndwwi.jp
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/syoguu.html


医療・介護・障がい福祉分野における賃上げ等支援事業
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医療機関・福祉施設への緊急支援事業（食材費高騰対策・電気料負担軽減支援）

○事業概要
食材費高騰の影響により、経営に影響が生じている医療機関・福祉施設に対し、
食材費の高騰分を支援
また、国が実施する支援にあわせ、医療機関・福祉施設等に対し、電気料の一部
を支援

○支援内容
（食材料費） 入所系施設 ６，１００円／人 （令和８年１月から３月）

通所系施設 １，４００円／人 （令和８年１月から３月）

（電気料） 入所系施設 １，８００円／人 （令和８年１月から３月）
通所系施設 １，４４０円／人 （令和８年１月から３月）
訪問系施設 １１，８５０円／施設（令和８年１月から３月）

○手続き・スケジュール等
・３月２日に申請受付事務局を開設し、申請受付中
※各市町でも同様に実施している場合がありますので、事業所所在市町へ
ご確認ください。 11



医療・介護・障がい福祉分野における賃上げ等支援事業
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【新規】介護事業所等に対するサービス継続支援事業 ※予算審議中

○事業概要
物価上昇の影響がある中でも、介護サービス事業所等が必要なサービスを継続できるよう、
設備・ 備品の購入費用等を支援

○事業内容
介護サービスを継続するために必要な経費への補助

○対象経費
訪問・送迎の移動経費等サービス提供の継続に必要な経費、衛生用品・医療用品 等

○補助率
定額

○補助上限額
定員１人あたり６千円（入所系）
１事業所あたり２０～４０万円（通所系）
１事業所あたり２０～５０万円（訪問系）
１事業所あたり２０万円（その他）

○備考
予算成立後、準備が整い次第、案内を予定しております。 13



【新規】介護事業所等に対するサービス継続支援事業 ※予算審議中
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【新規】介護施設等に対するサービス継続支援事※予算審議中

○事業概要
物価上昇の影響がある中でも、高齢者施設等において食事提供サービスを継続できるよう支援

○事業内容
高齢者施設に対する物価上昇への支援

○対象経費：食材料費

○補助率：定額

○補助上限額：定員１人あたり１．８万円（入所系）
定員１人あたり０．６万円（通所系）

○対象施設
介護老人福祉施設（地域密着型含む）、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、
養護老人ホーム、軽費老人ホームなど

○備考
予算成立後、準備が整い次第、案内を予定しております。
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【新規】介護施設等に対するサービス継続支援事業※予算審議中
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医療機関・福祉施設における省エネ設備等導入支援事業※予算審議中

○事業概要
物価高騰等が続く中、医療機関・福祉施設の省エネ設備の導入を支援し、コスト削減による経営の安定化を
促進

○事業内容
省エネ効果の高い設備の導入支援

○対象経費：高効率空調・換気設備、ＬＥＤ 等

○補助率：県１／２

○補助上限額：２００万円（下限２０万円）

○対象施設
介護老人福祉施設（地域密着型含む）、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、
養護老人ホーム、軽費老人ホームなど

○備考
予算成立後、準備が整い次第、案内を予定しております。
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働きやすい職場の創出（業務効率化、心理的・身体的負担軽減など）

・総合相談窓口「ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センター」を設置。介護事業所の介護ロボット・ＩＣＴ機器の導入・活用による

生産性向上等を支援（伴走支援・導入補助の実施）

ハラスメント相談窓口の開設

処遇改善・サービス提供体制の強化

■他職種と遜色のない処遇改善に向けて、賃上げ・職場環境改善（1.9万円/月・人×6ヶ月）を支援
※令和８年度に介護報酬臨時改定予定 改定率：＋2.03％

■訪問介護事業所等に対して、技能・技術の向上のための同行支援に係る経費の支援

通所事業所の多機能化（訪問機能の追加）を支援

介護の魅力発信

■「介護の魅力発信アンバサダー※」が県内小中高校を訪問し、職業紹介や高校生とのディスカッション等を実施

■中堅人材や若手人材（新卒等）向けに介護の魅力を発信するショート動画等を作成し、ＳＮＳ等を通じて発信

多様な人材の活躍

■外国人介護人材の育成・定着の促進

・タイ：現地高校で日本語・日本の介護技術の教育を行い、本県の介護施設に受入れ

・ミャンマー：現地日本語教育校と連携し、本県受入予定の生徒に福井県のことを学ぶ「福井クラス」を設置

・専門相談員が外国人介護職員本人および受入事業所からの相談に対応

外国人介護職員に対する介護福祉士国家試験対策講座を実施

■多様な働き方による人材確保の促進

・女性・高齢者等の短時間の補助的な介護業務に従事する「ちょこっと就労」の促進

スポットワーカー活用のための事業所への伴走支援

〇介護人材の確保・育成

〇介護人材の定着促進（職場環境の改善）

新

新

新

新

（県の主な事業）
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